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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年３月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年７月２０日 ０１時４０分ごろ 

発生場所 大分県津久見
つ く み

市赤崎鼻北西岸付近の浅所 

津久見市所在の津久見白石灯標から真方位２０７°２,０９０ｍ付

近 

（概位 北緯３３°０５.５′ 東経１３１°５５.７′） 

事故調査の経過 平成２４年８月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船兼砂利石材運搬船 吉
よし

福
ふく

善
ぜん

丸、３７４トン 

 １３５５１６、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、 

寿海運有限会社 

 ５５.３３ｍ（Lr）×１２.００ｍ×６.２０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４８歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成５年５月２８日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１９年７月６日 

  免状有効期間満了日 平成２５年５月２７日 

甲板員（当直部員） 男性 ７３歳 

 五級海技士（航海）（旧就業範囲） 

  免 許 年 月 日 昭和３９年１０月９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１２月７日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１２月２４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首部船底に亀裂を伴う凹損、右舷船首部船側外板に凹損 

 事故の経過 本船は、船長ほか３人が乗り組み、石灰石を積載するために大分県

津久見市津久見港へ向かった。 

本船は、甲板員が単独で船橋当直に就き、速力約９ノットで津久見

湾の湾口を南進し、津久見白石灯標を右舷方に見て通過した後、海図

に書かれていた予定針路線に沿って右転し、南西進していたところ、

３海里（Ｍ）レンジとしていたレーダー画面上で２隻の小型船舶らし



- 2 - 

き映像（以下「小型船」という。）を本船の左舷船首方に認めた。 

甲板員は、霧により視界不良となった状況下、小型船が約０.１Ｍ

に近づき、エコートレイルの形状などから、本船の船首方を右方に横

切ろうとしているものと判断し、この距離で本船が直進を続けたり、

右転したりすると小型船と衝突する虞があると思い、手動操舵に切り

替えてそのままの速力で左転した。 

甲板員は、１００ｍ弱の距離で小型船が通過したものの、赤崎鼻に

接近するので、左転直後に機関を停止し、全速力後進として行きあし

を止めようとしたが、本船は、平成２４年７月２０日０１時４０分ご

ろ、赤崎鼻北西方の浅所に乗り揚げた。 

本船は、自力離礁したものの、船首部船底に生じた凹損亀裂部から

浸水したため、石灰石の積荷役の予定を取りやめ、広島県大崎上島町

所在の造船所に自力回航し、応急修理を行った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風向 南、風力 １、視程 約５０ｍ 

海象：潮汐 下げ潮の末期、潮高 約１００cm（津久見港） 

 その他の事項 

 

本船の喫水は、船首約１.２ｍ、船尾約３.０ｍであった。 

本船は、繰り返し通航する場所までの予定針路線を海図に記入して

おり、津久見港の出入航に当たっては、津久見白石灯標の南側では観

音埼付近の陸岸から約４００ｍの離岸距離をとって通航することとし

ていた。 

甲板員は、昭和３９年１０月に海技従事者となり、平成１５年から

本船に乗船し、２～３か月に１回程度の頻度で津久見港へ入港してい

た。 

本船の津久見港での荷役開始予定は７月２０日０８時００分からで

あり、時間調整のために２０日０２時００分ごろ津久見港沖で錨泊を

行うこととし、他の乗組員はその時刻に起きて配置に就くことになっ

ていた。 

甲板員によれば、本事故発生時、霧によりマストの上方は見通せた

ものの、海面付近は５０ｍほどしか見通せなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、霧により視界不良となった赤崎鼻北方沖を南西進中、船橋

当直中の甲板員が左舷船首方から接近する小型船との衝突を避けよう

として左転したことから、赤崎鼻に接近し、赤崎鼻北西方の浅所に乗

り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、霧により視界不良となった赤崎鼻北方沖

を南西進中、船橋当直中の甲板員が左舷船首方から接近する小型船と

の衝突を避けようとして左転したため、赤崎鼻に接近し、赤崎鼻北西
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方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・視界不良時は、ふだんよりも見張りを厳重に行うとともに、他船

の動静を把握するのに時間を要することが多いので、物理的、心

理的な余裕を持つため、視界良好時よりも速力を減じて航行する

ことが望ましい。 

 




